
国立大学法人旭川医科大学（法人番号2450005001797）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

当該法人の主要事業は、教育・研究・診療業務である。役員報酬水準を検討
するにあたって、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政
法人等のほか、医科系単科大学（平成27年度）等を参考とした。

（１）医科系単科大学の国立大学法人滋賀医科大学・・・当該法人は、同じ国
立大学法人として教育・研究・診療事業を実施しており，人数規模についても
同規模（常勤職員904人（平成2７年度公表）公表資料によれば、平成2７年度
の長の年間報酬額は17,523千円前後であり、公表対象年度の役員報酬規程
に記載された本俸額等を勘案すると、当法人と同水準と推定される。同様の考
え方により、理事及び監事についても同水準と推定される。

(2) 事務次官年間報酬額･･･・・22,977千円

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成２８年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２８年度における改定内容

本学の経営状況、また、当該役員の担当業務における業績・貢献度を総合的
に勘案し、 本学経営協議会の議を経たうえで、役員給与規程に定める当該役
員の期末特別手当の 額を増額又は減額できることとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び諸手当（調整手当、通勤手当、単身赴任手当、広域異
動手当、寒冷地手当及び期末特別手当）から構成されている。
期末特別手当については、国立大学法人旭川医科大学役員給与規程に則り、俸給の月
額並びにこれに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に100分の25
を乗じて得た額に及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額を
基礎として、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合におい
ては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職
期間に応じた割合を乗じて得た額とする。

なお、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため、人件費を削減する国立大
学法人旭川医科大学役員給与規程の特例を定め、平成27年4月1日から平成29年3月31
日までの間、基本給月額及び期末特別手当額から100分の20を乗じて得た額に相当する
額を減じることを実施した。
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理事

理事
（非常勤）

監事

監事
（非常勤）

監事（非常勤）の報酬支給基準は、国立大学法人旭川医科大学役員給与規程に則り、年
俸額を12で除して得た額を月額としてしている。

なお、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため、人件費を削減する国立大
学法人旭川医科大学役員給与規程の特例を定め、平成27年4月1日から平成29年3月31
日までの間、年俸制額から100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じることを実施し
た。

役員報酬支給基準は、月額及び諸手当（調整手当、通勤手当、単身赴任手当、広域異
動手当、寒冷地手当及び期末特別手当）から構成されている。
期末特別手当については、国立大学法人旭川医科大学役員給与規程に則り、俸給の月
額並びにこれに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に100分の25
を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額を基
礎として、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては
100分の162.5を乗じて得た額に、基準日前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額とする。

なお、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため、人件費を削減する国立大
学法人旭川医科大学役員給与規程の特例を定め、平成27年4月1日から平成29年3月31
日までの間、基本給月額及び期末特別手当額から100分の15を乗じて得た額に相当する
額を減じることを実施した。

役員報酬支給基準は、月額及び諸手当（調整手当、通勤手当、単身赴任手当、広域異
動手当、寒冷地手当及び期末特別手当）から構成されている。
期末特別手当については、国立大学法人旭川医科大学役員給与規程に則り、俸給の月
額並びにこれに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に100分の25
を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額を基
礎として、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては
100分の162.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額とする。

なお、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため、人件費を削減する国立大
学法人旭川医科大学役員給与規程の特例を定め、平成27年4月1日から平成29年3月31
日までの間、基本給月額及び期末特別手当額から100分の15を乗じて得た額に相当する
額を減じることを実施した。

理事（非常勤）の報酬支給基準は、国立大学法人旭川医科大学役員給与規程に則り、年
俸額を12で除して得た額を月額としてしている。

また、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため、人件費を削減する国立大
学法人旭川医科大学役員給与規程の特例を定め、平成27年４月１日から平成29年6月30
日までの間、年俸制額から100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じることを実施し
た。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成２８年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

13,116 9,446 3,538 132 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

12,332 8,507 3,187
50

456
132

（通勤手当）
（単身赴任手当）
（寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

11,825 8,507 3,186 132 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,525 2,525 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,474 2,474 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

7,922 6,161 1,539
90

132
（通勤手当）

（寒冷地手当） H28.4.1

千円 千円 千円 千円

2,020 2,020 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

D理事
（非常勤）

C理事
（非常勤）

A監事

C監事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

国立大学法人旭川医科大学の理事は、学長のリーダーシップの下で、機能強化・評価並
びに入試・連携教養教育の職務を担っている。
　

そうした中で，各担当理事は，職員数約1,900名の法人の役員として，学長を補佐して本
学の業務を掌理している。
　

各担当理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役報酬19,669
千円と比べてもそれ以下となっている。

なお、本学は、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため平成27年4月から
平成29年3月まで基本給月額及び期末特別手当額の100分の15を減額しており、減額し
なかった場合の年間報酬額は、他の医科系単科大学理事の報酬水準と同水準となって
いる。

また、理事の報酬月額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏
まえて決定している。
　

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

国立大学法人旭川医科大学は、地域医療を担う人材育成という大学設置の原点を踏ま
え、更なる教育・研究・医療等の発展、意欲ある医療人の育成、社会貢献等を果たすた
め、学長のリーダーシップの下で計画的に取り組んでいる。

そうした中で、旭川医科大学の学長は、職員数約1,900名の法人の代表として、その業
務を総理するとともに、公務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職
務を同時に担いでいる。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬32,795千円と比
較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額22,977千円と比べてもそれ以
下となっている。

なお、本学は、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため平成27年4月から
平成29年3月まで基本給月額及び期末特別手当額の100分の20を減額しており、減額し
なかった場合の年間報酬額は、他の医科系単科大学の長の報酬水準と同水準となって
いる。

また、学長の報酬月額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏
まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上
であるといえ、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

ついては、法人の管理・運営・経営等における最高責任者としての職務内容・責任の度
合いを総合的に勘案し，妥当であると考えられる。
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　理事
（非常勤）

　監事

　監事
（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

国立大学法人旭川医科大学の監事（非常勤）は、旭川医科大学の会計監査の職務を
担っている。

監事（非常勤）の年間報酬額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月
額を踏まえて決定しているため、妥当であると考える。

なお、本学は、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため平成27年4月から
平成29年3月まで基本給月額の100分の15を減額しており、減額しなかった場合の年間報
酬額は、他の医科系単科大学監事（非常勤）の報酬水準と同水準となっている。
　

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

国立大学法人旭川医科大学の監事は、旭川医科大学の業務運営の業務監査の職務を
担っている。

監事の年間報酬額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているため、妥当であると考える。

なお、本学は、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため平成27年4月から
平成29年3月まで基本給月額及び期末特別手当額の100分の15を減額しており、減額し
なかった場合の年間報酬額は、他の医科系単科大学監事の報酬水準と同水準となって
いる。
　

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

国立大学法人旭川医科大学の理事（非常勤）は、法人の長に記載した本学の理念・使命
を学長のリーダーシップの下で、地域連携・社会貢献並びに財務の職務を担っている。
　

そうした中で，各担当理事（非常勤）は，職員数約1,900名の法人の役員として，各担当
職務において学長を補佐している。

各担当理事（非常勤）の年間報酬額は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の
俸給月額を踏まえて決定しているため、妥当であると考える。

なお、本学は、厳しい財政状況を踏まえ、経営状況の改善を図るため平成27年4月から
平成29年3月まで基本給月額の100分の15を減額しており、減額しなかった場合の年間報
酬額は，他の医科系単科大学理事（非常勤）の報酬水準と同水準なっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企
業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成２８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

本学の経営状況、また、当該役員の担当業務における業績・貢献度を総合的に勘案し、本学経営協議
会の議を経たうえで、役員給与規程に定める当該役員の期末特別手当の額を増額又は減額できることと
している。

法人の長

理事A

理事B

該当なし

該当なし

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当なし

法人の長

理事A

理事B

監事A

監事A

法人での在職期間

判断理由
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２８年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員のほか、
平成２８年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模人以上（当該法人常勤
数904人）・職種別・学歴別平均支給額を参考にした。
(1) 国立大学法滋賀医科大学･･･当該法人は、本学と同様の医学系単科大学であり、法人規

模についても同等となっている。

(2) 国家公務員･･･平成２８年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与
月額は410,984円となっており、全職員の平均給与月額は397,176 円となってい る。

(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の平均支給
額は事務・技術関連職種の事務課長（行政職（一）７級、８級相当）で623,438円、事務課長代
理（５級、６級相当）で540,485円、事務係長（３級、４級相当）で 440,828円、事務主任（２級相
当）で379,357円、事務係員（１級相当）302,242円となって いる。

人件費については部門毎の配置数で管理し、改組等を通して適正な規模となるよう管理してい
る。

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、教員評価及び人事評価の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

旭川医科大学職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（基本給の調整額、管理職手当、学長補
佐等手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、広
域異動手当、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、高気圧治療室内作業手当、
夜間看護等手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、術後管
理手当、待機手当、救急勤務医手当、手術部看護業務手当、ドクターヘリ搭乗手当、分娩手
当、時間外手術等手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び診療従事等教員特別手当）と
している。

期末手当については、期末手当基準額（基本給＋基本給の調整額＋扶養手当＋調整手当＋
広域異動手当）に6月に支給する場合においては100分の1.225、12月に支給する場合におい
ては、100分の1.375を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に
応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋基本給の調整額＋調整手当＋広域異動手
当）に勤勉手当細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

国家公務員の給与の改訂に関連して，以下の措置を講ずることとした。
《平成２８年４月１日付け給与等の改定》
（期末勤勉手当）

育児休業期間の取り扱いを「全期間，除算対象としていたもの」を「１ヵ月以下の育児休業期
間については、除算対象としない」に改正した。

《平成２９年３月１日付け給与等の改定》
１．基本給
　俸給表適用職員の俸給月額等の平均0.2％引き上げをした。

２．医師に対する初任給調整手当を改正
　 医師に対する初任給調整手当の支給額を改正した。（月額100円の引上げ）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

921 39.5 5,256 4,002 31 1,254
人 歳 千円 千円 千円 千円

135 44.2 5,130 3,875 32 1,255
人 歳 千円 千円 千円 千円

239 48.1 7,176 5,384 32 1,792
人 歳 千円 千円 千円 千円

424 33.5 4,332 3,342 31 990
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 54.7 4,883 3,704 37 1,179
人 歳 千円 千円 千円 千円

105 37.2 4,576 3,511 25 1,065
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

12 40 7,129 5,571 57 1,558
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 40 7,129 5,571 57 1,558

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 63.4 3,412 2,916 20 496
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.3 3,418 2,914 10 504
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.3 3,439 2,942 16 497
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

79 41.6 4,269 3,201 61 1,068
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 40 3,117 2,351 52 766
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 47.9 7,523 5,663 114 1,860
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 51.5 4,968 3,656 32 1,312
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 37.4 3,349 2,524 50 825
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 34.7 3,732 2,783 54 949

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 41.8 7,020 7,020 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 41.8 7,020 7,020 0 0

区分

技能・労務職員

その他の医療職種
（看護師）

うち賞与
平成２８年度の年間給与額（平均）

常勤職員

教育職種
（大学教員）

事務・技術

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職員

技能・労務職員

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

うち所定内

再任用職員

総額
平均年齢人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

常勤職員（年俸制）

教育職種
（大学教員）

注２：常勤職員のその他の医療職種（看護師）については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報
が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載しない。

注３：再任用職員の技能・労務職員及び医療職種（病院医療技術職員）については、該当者が２人以下
のため、当該個人に関する情報が特定れさるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

注１：在外職員及び任期付職員については、該当者がいないため、表の記載を省略した。

非常勤職員（年俸制）

委託費等雇用職員
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年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注：年齢28～31歳の該当者は、２人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあるこ
とから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

②

0

5

10

15

20

25

30

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人千円
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

千

人千円
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

・局長 1
・部長 1
・課長 9 57.1 7,438
・課長補佐 16 55.9 6,070
・係長 53 46.8 5,384
・主任 28 41.6 4,425
・係員 27 29.4 3,450

（教職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

・教授 60 57.0 8,826
・准教授 36 50.6 7,549
・講師 60 47.0 6,841
・助教 83 41.5 5,970

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

・看護部長 1
・副看護部長 4 52.8 6,056
・看護師長 28 47.1 5,576
・副看護師長 49 42.5 5,119
・看護師 342 30.8 4,049

年間給与額

職位別年間給与の分布状況
（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）

8,260～5,069
7,055～4,699

注：局長及び部長の該当者は、１人のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ
ることから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

千円

　代表的職位

注２：看護部長の該当者は、１名のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあるこ
とから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

5,757～3,255

千円

（最高～最低）

4,077～2,678

6,113～4,669
5,939～3,910
5,928～3,084

注１：看護師には、助産師を含む

千円

　代表的職位

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

10,744～6,991
8,589～6,404

（最高～最低）
年間給与額

平均年齢人員分布状況を示すグループ

　代表的職位

8,558～6,024
7,628～5,576
6,220～4,238
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千

人千円
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④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

58.6 61.4 60.0
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

41.4 38.6 40.0

％ ％ ％

         最高～最低 53.7～35.7 50.3～33.3 52.0～34.4
％ ％ ％

62.0 64.6 63.3
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

38.0 35.4 36.7

％ ％ ％

         最高～最低 43.2～34.3 42.0～32.4 41.7～33.3

（教員職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

50.0 53.3 51.7
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

50.0 46.7 48.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.3～42.6 49.9～39.8 51.5～41.2
％ ％ ％

61.2 64.1 62.7
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

38.8 35.9 37.3

％ ％ ％

         最高～最低 47.5～34.5 45.3～32.0 46.0～33.2

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低
％ ％ ％

61.5 63.9 62.8
％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）
（平均）

38.5 36.1 37.2

％ ％ ％

         最高～最低 43.2～34.2 40.3～31.7 40.3～32.9

賞与（平成２８年度）における査定部分の比率
（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注：医療職員（病院看護師）における管理職は、１名以内のため
当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから記載し
ていない。

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一般
職員
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 ７６．５
・年齢・地域勘案 ８４．３
・年齢・学歴勘案 ７７．３
・年齢・地域・学歴勘案 ８４．６
（参考）対他法人　　　　　　　　８７．３

○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案　 ９２．８
・年齢・地域勘案　 ９６．２
・年齢・学歴勘案　 ９２．９
・年齢・地域・学歴勘案 ９５．２
（参考）対他法人　　　　　　　　９２．４

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水
準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきた
い。

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水
準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきた
い。

講ずる措置

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準とするよう努める。

対国家公務員
指数の状況

職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準とするよう努める。

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　20.27％
　　国からの財政支出額　　 5,392,951,000円
　　支出予算の総額　　　　26,610,137,000円（平成28年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額０円（平成28年度決算）

【管理職の割合　　0.24％（常勤職員数424名中1名）】

【大卒以上の高学歴者の割合　　43.16％（常勤職員数424名中183名）】

【支出総額に占める給与・報酬等支給額　18.86％】
　（支出総額　26,701百万円、給与・報酬等支給総額5,035百万円：平成27年度
決算）

（法人の検証結果）
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は20.27％であり、累積欠損
金もないことから、給与水準は適切であると考える。

講ずる措置

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　20.27％
　　国からの財政支出額　　 5,392,951,000円
　　支出予算の総額　　　　26,610,137,000円（平成28年度予算）

【累積欠損額について】
累積欠損額０円（平成28年度決算）

【管理職の割合　　8.15％（常勤職員数135名中11名）】

【大卒以上の高学歴者の割合　　45.93％（常勤職員数135名中62名）】

【支出総額に占める給与・報酬等支給額　18.86％】
　（支出総額　26,701百万円、給与・報酬等支給総額5,035百万円：平成27年度
決算）

（法人の検証結果）
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は20.27％であり、累積欠損
金もないことから、給与水準は適切であると考える。
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○教育職員（大学教員）

４　モデル給与

○事務・技術職員 ○大学教員
２２歳（大卒初任給、独身） ２５歳（助教　修士修了　初任給、独身）
月額178,200円　　年間給与額　2,654,175円 月額236,500円　　年間給与額　3,563,921円

３５歳（係長、配偶者・子１人） ３５歳（講師、配偶者・子１人）
月額280,300円　　年間給与額　4,600,360円 月額370,600円　　年間給与額　6,082,075円

４５歳（係長、配偶者・子２人 ４５歳（准教授、配偶者・子２人
月額376,300円　　年間給与額　6,232,299円 月額450,400円　　年間給与額　7,552,274円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

11,067,047

区　　分

指数の状況 教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　７９．２

注：上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成２８年度の教育
職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

5,085,604
給与、報酬等支給総額

「給与、報酬等支給総額」の増減については、平成２７年度の人事勧告に準拠した給与改定（平成２
８年３月１日施行）によるもの及び平成２７年４月に教員を対象とした年俸制を導入し、平成27年度16
名、平成28年度以降は28名が年俸制適用者となった。年俸制適用者の給与（業績給）には、退職
手当相当分が含まれているため、対前年度比　1％の増となっている。

なお、「非常勤役職員等給与」の増減については、非常勤職員（研修医等）の増加に伴い、対前
年度比　1.51％の増となっている。

「退職手当支給額」の増減については、前年度との比較では、定年退職者総数が減ったことにより
（平成27年度19人、平成28年度9人）、全体で29.66％減となっている。

項目 内容

0

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
0 00

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、教員評価及び人事評価の結果等を
踏まえた勤務成績を考慮している。

0

非常勤役職員等給与

退職手当支給額
363,343

4,233,046

1,385,054
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